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公共放送ワーキンググループ（第20回） 

議事要旨 

1 日時 

令和６年５月10日（金）16時02分～17時38分 

2 場所 

総務省内会議室及びWEB 

3 出席者 

(1) 構成員

三友主査、山本主査代理、内山構成員、大谷構成員、宍戸構成員、

瀧構成員、林構成員

(2) オブザーバー

日本放送協会（小池専務理事）、（一社）日本民間放送連盟（堀木専務理事）

(3) 総務省

竹内総務審議官、小笠原情報流通行政局長、山碕大臣官房審議官、

金澤情報流通行政局総務課長、飯倉同局放送政策課長、岸同課国際放送推進室長

後白同課企画官

4 議事要旨 

(1) 放送法の一部を改正する法律案について

事務局から、資料20－１に基づき、説明が行われた。

(2) 公共放送ワーキンググループにおける今後の検討項目及びスケジュール案につい

て

事務局から、資料20－２に基づき、説明が行われた。

(3) 国際放送等の現状について

事務局から、資料20－３に基づき、説明が行われた。

参考資料
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(4) 内山構成員プレゼンテーション 

内山構成員から、資料20－４に基づき、説明が行われた。 

 

(5) 質疑応答・意見交換 

各構成員から以下のとおり発言があった。 

【林構成員】 

 内山構成員、大変示唆に富むプレゼンありがとうございました。最後のほうでＮ民

の連携可能性という話がありました。先ほどお話で、いくら個社で頑張っても限界が

あると、どこに出ていっても、ＧＡＦＡ、ネットフリックスなどの海外勢がひしめい

ているというお話ございましたが、実際そうなのだろうなと思って拝聴したんですが、

その際に、これまでも何度か言われたことのある、いわゆる日の丸プラットフォーム

といいますか、そのようなものの可能性はないでしょうかという質問であります。Ｎ

ＨＫと民間放送事業者が協力してつくる一つのプラットフォーム、あるいはその機能

を共同して構築するということもあるのではないかと思うのですが、その辺りのお考

えをお聞かせいただきたいです。プラットフォームといっても、その機能はいろいろ

あり、多言語化の対応も一つのプラットフォーム機能ですので、どこまで共同してや

るのかということは、いろいろ調整しなければならず、日の丸プラットフォームとい

っても、どこで競争してどこで協調するという切り分けはあると思いますし、ビジネ

スモデルも広告モデルもあれば、サブスクモデルも、いろいろあるわけですので、そ

の辺り、乗り越えなければならないハードルは多々あると思うのですが、どのような

形であれ、上手にマネタイズして、お金を取れる仕組みを考えていかなければいけな

いとも思ったりしましたので、その辺り、少し補足して御教示いただければと思いま

す。 

 

【内山構成員】 

 ありがとうございます。いろいろな前提を考えなくてはならないですが、今、一つ

のトレンドとして押さえなくてはいけないことは、番組単体ではなかなか勝負できな

くなりつつあるということです。世界中でネット、電波含めて、映像であふれ返って

きている状況になっているので、魂込めた１本のドキュメンタリーじゃなかなか勝て
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ない状況が正直あります。そうすると、やはり束ねなきゃいけない。 

 もともと海外番販の世界でも、束ねるということは必要だったのですけれども、今

回、その束ねるに当たってＦＡＳＴのようなチャンネルを作るのがアメリカの流行に

なっている状況があります。 

 実際、ＦＡＳＴでいくかどうか、僕自身迷うのですけれども、ＦＡＳＴという形式

を取らなくても、まずは魅力的なジャパンほにゃららチャンネルのような形の束ねを

つくらないことには、その後、例えばbritboxのようなことをやるにしても何にしても、

訴求できないだろうと思います。 

 だから、順番としては、魅力的な番組があることが大前提ですし、その魅力的な番

組がたくさんあって、それを束ねることが次の前提としてあって、その上で、もし独

自プラットフォームを作っていけるのであれば作っていくとなると思います。 

 この独自プラットフォームができると、例えば、違法流通対策であるとか、視聴履

歴データを守るとか、あるいは広告枠とか売上分配で現地プラットフォーマーとバト

ルしなくて済むとか、いろいろなメリットが次に出てくるのですけれども、この番組

や編成がすかすかの中でプラットフォームを立ち上げても、なかなか訴求しないので、

丁寧に下から順番に積み重ねていくべきと思っています。だから、まずはちゃんと編

成することから始めることになりますし、そういう点で言うと、例えば、今、ＪＩＢ

がやっていることも、あるいはＮＨＫがネット系でやっているインターネット上の番

組配信も含めて、魅力的な番組編成、どう組み立てられるかから始めるのがいいと個

人的には思っています。 

 

【林構成員】 

 下からの積み上げが大事だということで、よく理解しました。ありがとうございま

す。 

 

【大谷構成員】 

内山構成員の御意見、非常に盛りだくさんで、なかなか消化不良のところもありま

して、２点ほど教えていただければと思います。 

一つは、ＦＡＳＴに取り組むのであれば、その商業性にどう向き合うかは一つのポ

イントだと思っております。ＢＢＣの例を御紹介いただいたのですけれども、資料の
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２９ページでは、本国の受信料値下げのためという大義名分が本国で支持されている

ものの、批判がないわけではないということを括弧内で書いていただいたのですが、

どのようなポイントがその批判の的になっているのかということと、それをどのよう

にＢＢＣが乗り切っているのかについて御教示いただきたいというのが１点目です。 

もう一つは、Ｎ民共同の取組だけでは不十分で、政府の後押しが必要なのではない

かというご意見には私も非常に共感するところで、これは最後の３６ページに書いて

いただいたのですが、諸外国で政府がどのぐらい後押しをしているのかという情報な

どありましたら、それも教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

【内山構成員】 

 まず、前者のＢＢＣの商業活動に対する批判についてですけれども、やはり日本と

同じです。つまり直接でなくても間接的に、一種の民業圧迫じゃないですけれども、

そういうワードが出てくるのは事実です。 

 そういう点も含めて、日本と同じですけれども、英国国内でやれる範囲ということ

と、それから英国外に出たときにやれる範囲、これをまず切り分けた上で、では、英

国内では、あるいは海外ではというところで、この範囲であればというところで議論

したのが前回のチャーター更新時や、そのもう一歩手前のチャーター更新時だった記

憶はございます。でも、それでその批判がゼロにできるかと言われると、なかなか微

妙かもしれないですね。 

 それから、国の後押しという点で、プラットフォームそのものとなると、正直、事

例がなかなか見当たらないというのが実際のところですけれども、もともとヨーロッ

パは、ハードウエアや伝送路に対してよりは、コンテンツそのものに補助金を出す文

化を持っている国々であり、それは映画であったり、放送番組であったりに対して、

算定式型の自動補助金であるとか、あるいはタックスベネフィットの形で、たくさん

お金を出してきた歴史がございますので、その形が一つ考えられるとは思います。 

 

【後白放送政策課企画官】 

 事務局から補足させていただければと思います。 

 御質問の諸外国の政府の支援という点につきまして、韓国の事例を少し御紹介した
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いと思います。 

 韓国におきましては、コンテンツの海外展開ということで、文化体育観光部の韓国

コンテンツ振興院、ＫＯＣＣＡという組織がございまして、こちらの組織は、分野別

に設置されていたコンテンツ振興機関を統合しまして、２００９年に設立をされてい

る組織ということでございます。 

 どのような支援をしているのかということでございますが、企画からビジネスの組

成まで総合的な支援をしているようでございまして、例えば、海外進出支援のための

コンサルティングサービスのようなことでしたり、ビジネス拠点に対する支援という

ことで、市場情報の提供や現地でのネットワーキングなどの支援、あるいは輸出の専

門人材の育成、海外の法制度についての情報提供、また、オンラインプラットフォー

ムに対する進出に対する支援、それから博覧会、マーケティング、展示会といったと

ころでの支援等を精力的にやられている状況ということでございます。 

 

【内山構成員】 

 少しその範囲まで広げて考えるのであれば、なかなかテレビだけという切り出しが

難しいですけれども、映画、放送、ビデオ、あるいは配信作品などの映像コンテンツ

全体に対して言うと、一番補助金を出しているのは言うまでもなくフランスです。今

年、去年は為替レートがおかしいので、なかなか例えづらいですが、もう少し昔の１

ドル１１０円ぐらいで安定していたときのレートでいうと、フランスは大体年間１,０

００億ぐらいの政府予算が映画、放送、配信などに補助金等の形で回っています。次

いでお金を出している国がドイツと韓国です。大体３００億円ぐらいの規模感です。 

 いろいろなところで計算して批判されるんですけど、日本は総務省と経産省と文化

庁、多分３省庁合わせて、コロナ禍という少し特殊な状況は別にして考えて、ざっく

り平均して８０億ぐらいというのが、政府支援金の規模となっています。 

 

【大谷構成員】 

 詳しい御説明ありがとうございました。 

 

【瀧構成員】 

 一つは、内山構成員に教えていただきたいのが、地域によって放送内容を変えるべ
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きではないかという問題意識がありまして、御質問になります。 

 いろいろな世界の事例を触れられてきた中で、先ほど拝見した中だと、ＢＢＣが、

例えば、言語が一緒であっても、アメリカというところは切り出されたりしていると

いうのがあります。普通に考えると、インターネットの時代に何が受けるかは、ラテ

ン系の国だったら歌番組が受けそうみたいな偏見を持っていたりするんですが、一律

の同じ内容を、今ぐるぐる回している状態だと思っていまして、それもいろいろなタ

イムゾーンでのプライムに合わせている要素もあるんだと思います。世界のゾーンご

とにコンテンツを分けていくメリットは、もちろん番組を編成しつくるコストはどん

どん増えるわけですが、どのような御見解があるかというのを聞かせていただければ

と思っています。 

 あとは一般的なコメントになりますが、本日、いろいろなお話を聞いている中で、

非常に大きな国際放送のパーパスというのを、もう少し分けて明文化といいますか、

ローコンテキストに捉えていく必要があるなと思っております。 

 もともと在外邦人、同胞に向けた娯楽みたいな要素もあれば、ある意味、安全保障

や邦人の保護、日本は大丈夫かみたいな、ある意味、安全保障的な色彩のものもあれ

ば、文化の外交という、いろいろな要素もあるのだと思っています。それぞれ、かな

りベクトルが異なるパーパスを同じ国際放送という目的の下で束ねているのだと思っ

ております。 

 例えば、本当に安全保障や邦人の保護であれば、何か有事が起きたときや、日本で

大災害が起きたときに、あのチャンネルをつけようと認知されていて、つけられる環

境にあるかが、本来であれば制作のＫＰＩになるのだと思いますし、あとは普通に文

化的に面白いか、インバウンド需要を狙って、日本に行ってみたいなと思わせること

が目的なのであれば、それは異なるＫＰＩが立ってくるわけでございます。その辺の

バランスというのが、私、以前も、数字をベースに議論したいという発言をしたわけ

ですが、少しぼわっと捉えているなという感覚がずっとございます。 

 個人的には、インターネットが当たり前になり、本日いただいたように、いろいろ

なストリーミングの形態が出てきたことで、多分、娯楽をあまねく邦人に配信する機

能というのは、本来であれば下がってきているはずで、それよりも外国人に向けた文

化外交のほうがどうしても価値が高まるでしょうし、それもネットでなぜできないの

ですかといったときに、じゃあ、今やっているもの、朝ドラとかそうかもしれないの
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ですが、そういうものにどんどん分けた議論をしなくてはいけないのではないかと思

いました次第です。かなり大きい問題意識ですので、一旦、問題意識を述べるにすぎ

ないですが、内山構成員に最初の質問のところだけお願いできると幸いです。 

 

【内山構成員】 

 後者に関して、本当に全く同様で、先ほども私、自分の資料でも出したとおりで、

１回交通整理した方がいいという点も同じ問題意識としてはございました。 

 前者のほうの質問でございますけれども、結局、ローカライズしていくという話に

なってくると思うんですよね。完全にグローバル統一なコンテンツだけじゃなくて、

例えば、アメリカ向け、あるいはイギリス向け、フランス向けとローカライズしてい

くという議論があるかと思います。 

 そのローカライズをしていくとなったときに、では、日本から支店であったり、子

会社であったり、デポをつくって、日本人がそこに転勤して頑張るべきか、あるいは

現地の信頼できるパートナーと一緒になってローカライズ展開ということを考えるか、

そのオプションが多分出てくると思います。結局、ＢＢＣがアメリカで活動を始めた

ときも、やはり入口は在米のイギリス人向けのサービスとしてケーブルを通してＢＢ

Ｃ Ａｍｅｒｉｃａ（チャンネル）を始めました。同じ英語だったので、アメリカ人

にも提供できるということで、徐々に広がっていくのですけれども、そのときにＡＭ

Ｃと一緒に組んでやっているということはあって、特定国向けにローカライズしなが

らやっていくとなると、変に日本人だけで頑張っても無理というところがあるので、

やはり現地のいいパートナーを見つけられるかどうかが一つポイントになってくると

思います。 

 もちろん現地パートナーと日本の誰かが直接ということもあるでしょうし、もう一

段、そこに代理店なりエージェンシーが入ってくるのも海外番販や海外展開ではよく

見られていた話なので、それが、例えば、今回の話で言うＪＩＢのようなポジション

で、そこにはもしかしたら必然性はあるのかもしれないなとは見てはおります。その

ため、完全グローバル統一型と、それから各文化圏ごとにローカライズしたものと、

恐らくまたそのプラットフォームを作るとなれば、その辺りの切り分けも、また考え

ていかなくてはならないとは思います。 
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【瀧構成員】 

 やはり広告を打っていくみたいな目線を持ったときには、特に現地理解があること

が大事だと思います。 

 私は８０年代にイギリスに住んでいたことがあるのですが、当時の日本語放送は、

ＯＣＳという国際輸送サービスのＣＭばかりやっていた記憶があります。恐らく今だ

ったらもっと戦略的にいろいろな広告クライアントを探す機能とかも求めていくんだ

と思っていまして、そういうところの期待も含めてあるのかなと思いました。 

 

【宍戸構成員】 

 基本的に国際放送の話で、少しやや出遅れた感じもいたしますが、内山構成員にも

お伺いしてみたいこともございまして、内山構成員への御質問と併せて意見というこ

とで、国際放送に関して申し上げたいと思います。 

 イギリスＢＢＣとの比較含めて、大変勉強になったわけでございますけれども、こ

こから日本がＮ民連携して国際放送をしっかりやっていき、それに対して、社会全体

として、場合によっては国が制度も含めて何らかの支援をしていくという上では、か

なりきっちりとした取組といいますか、国全体、社会全体で支えて、そして成果を上

げていく体制をしっかり作っていくことが大事だと思います。Ｎ民連携という場合、

ＮＨＫ、それから民放各社は、それぞれ業務、ビジネスがあると思いますので、この

ような検討会で、国際放送をみんな頑張って、応援していると言っても、笛吹けど踊

らずになり得るんじゃないか。できるだけ能動的・主体的に、放送界の中で、他の様々

なステークホルダーの方と連携して、こういうことをやっていきたいという取組を進

めていって、内発的な動きと外からの支援がうまくかみ合っていくことを考えていか

なければいけないのではないかと思います。その意味で、いずれＮＨＫ、それから民

間放送各社の中でも、国際放送、国際展開に対して、どういう期待ないし、あるいは

どういう視点が必要なのか、どういう協力が放送界の中であり得るのか、お話を伺っ

てみたいと思います。 

 その上で、特に司令塔的な拠点の一つになるのはＪＩＢであり、ＪＩＢの在り方を

考えなければいけないのではないかと思っております。制度の議論としてできること

は、一つそこがポイントになるのではないかと思います。 

 内山構成員から編成の機能の部分が特に重要というお話がありましたけれども、内
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山構成員にお伺いしたかったのは、一つはＪＩＢの編成に関する機能を強化すること

が考えられるのか、そのような施策として、どういうことがあり得るのか。特に内山

構成員が今日お話になったようなこととでいいますと、それを担う人材、番組制作だ

けでなくて、編成であるとか、プラットフォームとの向き合い方とか、今までの放送

界の人材とは少し違う人材が必要になるのではないか。あまりこういう場でこういう

ことを言っていいのかどうか分かりませんが、私からすると、内山構成員をＪＩＢの

役員に入れたらいいのではないかとか思ったりもしないのでもないのですけれども、

どういう点をＪＩＢの組織ないし在り方として変えていくことがあり得るのか、こう

変えたらいいのではないかとかいうお考えがあれば、ほかの構成員もそうですけれど

も、特に内山構成員にお伺いしてみたいところです。 

 

【内山構成員】 

 具体的なアイデアは正直ないのは事実ですけれど、確かにＪＩＢは、そういう意味

では一つの候補にはなり得るでしょう。あるいは、もちろんＮＨＫの本体がもっと頑

張るというのもオプション的にはあり得ると思います。 

 もし、独自プラットフォームで展開するということであれば、それは例えばＮＨＫ

プラスを海外展開するとかということも、もちろんオプション的にはあり得るかなと

は思います。 

 ただ、そういう外形的な話以上に、結局、誰が熱量・パッションを持ってやるかと

いうところは、宍戸構成員と同じ共感を持っていて、なかなかそこまで具体的に踏み

込めないのが（外野の人間としての）実際的なところではありますけれども、例えば、

韓流が２０００年代後半から１０年代を通して席巻していたぐらいの熱量みたいなも

のは間違いなく必要だと思いますし、それから何よりも、冒頭に挙げた話で、産業内

の競争から産業間の競争になっているという意識改革は誰であっても持ってもらわな

いと。国内の競争においてもこれからシビアになっていくので、産業間競争という意

識というのは、より一段、みんなが持っていてほしいというところではあります。 

 もちろんＪＩＢ、あるいはＮＨＫ本体以外にも、これまでたくさんいろいろな外郭

団体がつくられてきているので、そこの再活用というオプションもあり得ると思いま

すが、いろいろなしがらみがあって、またそのしがらみによって動けないということ

であれば、ゼロベースでやったほうがいいのかなという気もしないでもないことはあ
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ります。 

 いずれにしても強いリーダーシップが必要ということだけは共通して思っているの

ですが、それが具体的に誰がとなってくると、さすがになかなか分からないというか、

あまり固有名詞が思いつかないというか、そんな感じであります。 

 

【三友主査】 

 私から１点、お願いしたいことがございます。ＮＨＫを中心として、海外展開をど

うするかということを、これから議論しようというところでございますが、これまで

の議論でも言っておりますように、エビデンスがないと、どれぐらいリーチしている

のか、していないのかというのも全く分からないわけであります。ＮＨＫの国際放送

がどのぐらいに届いているのか、エリア的な問題もありますし、契約的な問題もある

と思いますが、そういったデータをある程度出していただく必要があるのではないか

と思います。 

 私は海外にいることが結構多いのですが、ヨーロッパだけではなくて、アジアにい

ても、日系でないホテルに泊まると、テレビつけるとＢＢＣ、ＣＮＮ、ＣＣＴＶ、ある

いはアルジャジーラとか、あるいはアリランといったチャンネルは見られるのですが、

日本の放送が見られないホテルというのは結構あります。これは最近の傾向なのか、

もともとそうなのか、何とも言えないんですが、放送されてない、リーチしていない

というところが結構あるように思います。それが何に起因しているのか、実はそんな

ことはなくて単なる私の思い過ごしなのかということも含めて、できればデータでそ

の状況を示していただきたいと思います。そうではないと、何となく漠然とした議論

ばかり続いて、何したらいいというのも非常に曖昧になってしまいます。先ほど瀧構

成員からもＫＰＩという御指摘がございましたが、現状のエビデンスをそろえていた

だければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 

【林構成員】 

 全体ということで１点だけ、コメントのようなことを発言させていただければと思

います。 

 まさに今日の内山構成員のプレゼンに触発されてなんですが、先ほどの内山構成員

にもお話ありましたように、産業内競争じゃなく産業間競争であるということでござ
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いました。 

 その意味では、私はかねてから思っているのですが、伝送路問題といいますか、伝

送路が多様化している中において、大半の国民は、それが放送波経由なのかインター

ネット経由なのかということは、伝送路の区別を意識することなく、コンテンツや情

報を入手していますので、このワーキンググループで検討するかどうかはともかくと

して、必要に応じて何が放送なのかということを、その再定義に向けた検討というの

は、遅かれ早かれ着手しないといけないのではないかと思います。定義の問題もあり

ますし、それから著作権法上の問題もありますし、いろいろなことが関わっています。

放送番組を通信の手段で視聴者に伝送するという場合に、いろいろな現行法上の縛り

というか、縦割りのようなものがございますので、その辺りも将来を見据えて検討、

研究する必要があるのではないかと思った次第です。 

 

【三友主査】 

 おっしゃるとおりだと私も思いますし、特に著作権の問題は非常に避けて通れない

問題なのかなとも思っております。 

 前段の、何が放送なのかというのは、国際放送に限ってのことではないわけですが、

今後考えていかなければいけない問題だと思います。 

 それでは、特に御意見ございませんので、本日の議論はここまでとさせていただけ

ればと思います。 

 

(3) 閉会 

事務局から伝達事項の連絡があった。 

（以上） 

 


